
随意契約理由書 

 

件 名 長田区鶯町道路法面復旧工事 

契約の相手方 株式会社 植信 

根 拠 法 令 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に該当 

随意契約の理由 

 令和７年５月３日、建築住宅局住宅整備課所管の道路法面が崩壊し、土砂が流出。 

現状道路は、幅員の約半分が流出し、通行止めとなっている。 

通行止めが長引けば、沿道住民に多大な影響がでるため、早急に復旧する必要がある。 

上記請負人は、市内で防災対策工事を施工中であり、また、これまでも同様の災害復

旧工事の経験を有しており、資機材の調達等の臨機応変な対応や緊急かつ確実な施工

において必要不可欠である。 

担 当 部 署 建築住宅局住宅整備課（電話番号 595－6510 ） 

 


